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＜およろこび＞

 お誕生日 氏　名 性別 保護者行政区

 6月14日 的場　健
けんし

志 男 篤志 川内ヶ谷下

＜おくやみ＞

 氏　名 年齢 行政区

 吉永トヨコ ８３ 三野

 安部　　好 ８７ 原

 森高　俊一 ７７ 松ノ木

 山本　幸子 １０１ 瑞応

 市原　好子 １０２ 芝ノ坊

 岡　　登 ９１ 下郷

 岡林　政子 ７３ 原

 西田　正浩 ８９ 寺野

 眞辺芙美代 ６６ 東下美都岐

　順不同・敬称略。

　　ご家族のお申込みにより掲載しています。

広報さかわは再生紙を使用しています。
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行政相談
日ごろの生活の中で、官公庁などの仕事

に対して苦情や要望はありませんか。

行政相談委員は皆さまからの苦情や意見・

要望を受け、解決や実現のためのお手伝い

をしています。相談は無料で、秘密は厳守

されます。お気軽にご相談ください。

　◆相 談 日　8 月 22 日 (月)

　◆相談時間　13 時～ 16 時

　◆場　　所　役場東庁舎 2 階相談室

問 総務課総務係　電話22-7700

JA ところの「ところピンクにんにく」が地理的表示（ＧＩ）保護制度
に登録されました。地理的表示保護制度とは、地域で育まれた特産と言わ
れる農林水産物や食品などの「地域ブランド」を守るためにできた制度で、
生産地や品質など国の基準を満たしたものの「地理的表示（産品の名称）」
を知的財産として登録。国が不正を取り締まります。「ところピンクにん
にく」は、ホワイト種より強い風味が特色で、生で食べると辛みが強く、
熱を加えると甘みが増します。また、滋養強壮や脂肪燃焼の成分など栄養
価が高いことも分かりました。
常呂の特産品「ところピンクにんにく」の今後に期待が高まります。
※「ところピンクにんにく」の成りたちについては、
　JAところのホームページ（QRコード）でご覧いただけます。

< 北海道  北見市 >
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妹
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ところニュース
「ところピンクにんにく」がＧＩに登録
～先人が残してくれた大切なにんにくを未来へ～

広告

今月の税

町県民税（普通徴収）　第２期

国保税（普通徴収）　　第２期

介護保険料（普通徴収）　第２期

後期高齢者医療（普通徴収）第２期

納期限までに納めましょう


